
平
成
二
十
三
年
四
月
十
九
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に

対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
民
間
事
業
者
へ
の
公
務
員
の
派
遣
等
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者
の
必
要
性
を
十
分
に
踏
ま
え
、
民
間
事
業
者
か
ら
の
要

請
に
基
づ
き
事
実
上
の
「
天
下
り
」
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

二
、
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
に
つ
い
て
は
、
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
行
政
の
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
そ
の
設
置
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
年
内
に
結
論
を
得
る
こ
と
。

三
、
民
間
事
業
者
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
公
平
な
競
争
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
契
約
事
業
者
に
よ
る
良
質
な
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
維
持
に
常
に
配
慮
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


